
【論点１】
公害財特法に基づく公害防止対策事業債の

地財措置の見直し

資料２



公害財特法に基づく公害防止対策事業債の地財措置の見直し

○ 公害財特法の期限及び下水道の概成を見据え、汚水繰出の状況や近年の個別事業の経営実態を踏まえて、公
害対策防止事業債の財政措置を見直す必要があるのではないか。

【参考 ２７年度報告書該当部分】
公害防止対策事業債の根拠となっている「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」は、平成23年に10年間の延長がされて

おり、対象団体は平成23年に3～10年の計画を策定し、国の同意を得て事業進捗に取り組んでいることから、見直しの時期については、適切に検討すべき
である。

【参考２ 公害防止対策事業に係る財政措置（下水道事業）】

終末処理場

その他

終末処理場

その他

事業区分
平成２６年度地方債

充当率（「地方債充当率
（総務省告示）」による）

事業の細区分 基準財政需要額への算入率国庫補助

１００％
公共下水道

下水道

流域下水道

      元利償還金の５０％を
      基準財政需要額に算入

  １６～４４％（公共下水道）
         ４４％（流域下水道、
                  特定環境保全　　　　   →
                  公共下水道）
　　加えて、単位費用分５％算入

特定公共下水道 １／３　→　１／２

５５／１００　→　５５／１００

５０／１００　→　５０／１００

２／３　→　２／３

５０／１００　→　５０／１００

４４％　　　　→　　　　４４％

H21 H25 H29

公防債対象団体 91.4% 93.3% 94.6%
公防債非対象団体 78.8% 83.3% 86.2%
公防債対象団体 27.4% 33.4% 37.0%

公防債非対象団体 10.9% 16.4% 25.8%

汚水処理
人口普及率

更新事業費
比率

* 汚水処理人口普及率とは、公共下水道等、農業集落排水施設等、浄化槽及びコミュニティプラントなどの各汚水処理施設の処理区
域内人口を総人口（住民基本台帳人口）で除したもの

*汚水処理人口普及率及び更新事業費比率は公共下水道を実施する団体の数値を記載

【参考３ 公害防止対策事業費（H28決算）】

【参考４ 汚水処理人口普及率と更新事業費比率】

【参考５ 建設改良費の推移】

１ 環 境 大 臣 の 同 意 を 得 た 公 害 防 止 対 策 事 業 計 画 に 基 づ く 公 害 防 止 対 策 事 業
（ 次 に 掲 げ る も の ）

① 下 水 道 （ 特 定 公 共 下 水 道 、 都 市 下 水 路 、 終 末 処 理 場 ） 設 置 又 は 改 築
② 河 川 、 湖 沼 、 港 湾 等 の し ゅ ん せ つ 、 導 水 等
③ 農 用 地 、 農 業 用 施 設 の 客 土 、 施 設 改 築 等 土 地 改 良 事 業
④ ダ イ オ キ シ ン 類 に よ る 土 壌 汚 染 の 防 止 、 除 去 等

２ 同 計 画 に 基 づ い て 実 施 さ れ る 公 共 下 水 道 及 び 流 域 下 水 道 の 設 置 及 び 改 築

【 参 考 １ 対 象 事 業 】

公害防止事業費の内訳 公害防止事業債発行額の内訳

公害防止事業債
発行額計
1,118億円

浚渫・導水等
9億円

下水道
1,108億円

農用地・農業用
施設土地改良

1億円

【参考３ 公害防止対策事業費（H28決算）】

全事業費
3,958億円

下水道
3,890億円

浚渫・導水等
62億円

農用地・農業用施設土地
改良
6億円
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公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の概要

公害防止対策事業に係る財政措置（下水道事業）

終末処理場

その他

終末処理場

その他

事業区分
平成２６年度地方債

充当率（「地方債充当率
（総務省告示）」による）

事業の細区分 基準財政需要額への算入率国庫補助

１００％
公共下水道

下水道

流域下水道

      元利償還金の５０％を
      基準財政需要額に算入

  １６～４４％（公共下水道）
         ４４％（流域下水道、
                  特定環境保全　　　　   →
                  公共下水道）
　　加えて、単位費用分５％算入

特定公共下水道 １／３　→　１／２

５５／１００　→　５５／１００

５０／１００　→　５０／１００

２／３　→　２／３

５０／１００　→　５０／１００

４４％　　　　→　　　　４４％

公 害 防 止 対 策 事 業 計 画 に 基 づ く 公 害 防 止 対 策 事 業 等 に 対 し 、 財 政 上 の 特
別 措 置 を 講 ず るこ と によ り 、公 害 防 止 事業 主 体で ある 地方 公 共 団 体の 負 担
を 軽 減 し 、 以 て 、 公 共 用 水 域の 水 質保 全 等、 公 害の 防 止を 図 る。

都 道 府 県 知事 が 作成 し た公害 防 止 対策 事 業計 画 の対象 と なる 全 国2 1 地域
（ 1 8 都 府 県 １ １ ７ 市 区 町 （ 1 0 特 別 区 1 0 2 市 ５ 町 ） ) （ 平 成 3 0 年 ３ 月 現 在 ）

１ 目 的

２ 適 用 地 域

３ 対 象 事 業

（ １ ） 環 境 大 臣 の 同 意 を 得 た 公 害 防 止 対 策 事 業 計 画 （ 以 下 「 同 意 公 害 防 止
対 策 事 業 計 画 」 と い う。 ） に 基 づ く 公 害 防 止 対策 事 業（ 次 に 掲げ るも の ）

① 下 水 道 （ 特 定 公 共 下水 道 、 都市 下 水路 、 終末 処 理場 ） 設 置又 は 改築
② 河 川 、 湖 沼 、 港 湾 等 の し ゅ んせ つ 、 導 水 等
③ 農 用 地 、 農 業 用 施 設 の 客土 、 施設 改 築等 土 地改 良 事業
④ ダ イ オ キ シ ン 類 によ る土 壌汚 染 の防 止 、除 去 等

（ ２ ） 同 意 公 害 防 止 対 策 事 業 計 画 が 定 め ら れ て い な い 地 域 で 実 施 さ れ る 公
害 防 止 対 策 事 業 （ 上 記 ① を 除 く ） で 、 総 務 大 臣 が 主 務 大 臣 及 び 環 境 大 臣 と
協 議 し て 指 定 し た も の

４ 財 政 上 の 特 別措 置

（ １ ） 国 庫 補 助 負担 率 のか さ 上 げ
（ ２ ） 起 債 の 特 例（ 河川 、 港湾 等 にお けるし ゅ ん せ つ 事 業 等を 適 債 と する ）
（ ３ ） 地 方 交 付 税措 置 （ 公 害防 止 対策 事 業債 の 元利 償 還金 の 5 0 ％ が対 象 ）

５ 公 害 財 特 法 延長 経 緯

昭 和 4 6 年 ５ 月 公 害 財 特 法 制 定
昭 和 5 6 年 ３ 月 1 0 年 間 延 長 改正
平 成 ３ 年 ３ 月 1 0 年 間 延 長 改正
平 成 1 3 年 ３ 月 1 0 年 間 延 長 改正
平 成 2 3 年 ３ 月 1 0 年 間 延 長 改正 （平 成 3 3 年 ３月 まで ）
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